
徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

仁
木

俊
二

阿
南
市
長
生
町
柳
ケ
坪

阿
南
市
長
生
町
大
平
二

三
、
八
九
一
・
〇
〇

一
番
地
一

五
番
一
ほ
か
三
筆

同

同

同

六

二
、
〇
一
二
・
〇
〇

一
番
ほ
か
一
筆

木
津

主
雄

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字

阿
波
市
市
場
町
興
崎
字

一
、
三
〇
三
・
〇
〇

南
分
一
九
八
番
地
一

南
分
二
〇
一
番
一

山
本

一
夫

同

大
野
島

同

大
野
島

九
一
二
・
〇
〇

字
大
石
九
〇
番
地
一

字
杉
ノ
前
九
四
番
一

同

同

同

伊
月
字

二
、
四
二
一
・
〇
〇

秀
清
一
三
二
番
一
ほ
か

四
筆

山
添

茂
芳

同

大
俣
字

同

大
俣
字

二
五
一
・
〇
〇

行
峯
二
九
八
番
地
一

行
峯
三
〇
〇
番
一

岩
佐

拓
哉

同

土
成
町
水
田
字

同

土
成
町
水
田
字

一
、
五
九
九
・
〇
〇

久
保
田
一
〇
番
地
六

久
保
田
九
六
番
一
ほ
か

一
筆

瀬
尾

淳
二

同

吉
野
町
柿
原
字

同

吉
野
町
柿
原
字

三
、
七
二
八
・
〇
〇

谷
四
六
番
地
二

西
二
条
七
一
番
一
ほ
か

五
筆

坂
東

重
夫

同

阿
波
町
八
丁
原

同

阿
波
町
南
五
味

一
、
〇
五
九
・
〇
〇

一
四
一
番
地
七

知
一
五
番
一

加
集

将
史

板
野
郡
上
板
町
七
條
字

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

六
八
〇
・
〇
〇

粟
飯
久
保
五
八
番
地

馬
道
南
二
三
番
二
ほ
か

一
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日


